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小鮎地区ふれあい宣言の合言葉 「小鮎からつなげようみんなの絆」 
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春季健康まつり 

ペタンク大会  
 

今年度の公民館事業第一弾は、春季健康ま

つりとして、誰でも簡単に楽しめるペタンク

を行います。 

皆さん、奮ってご参加ください。 

【日 時】 5 月 14 日（日）8：30～12：00 

※ 雨天の場合は中止。 

【会 場】 小鮎小学校グラウンド 

【対 象】 小鮎地区在住者 

【持ち物】 動きやすい服装、タオル、飲み物など 

【申込み】 5 月 8 日までに小鮎公民館に直接また

は電話で、個人かチーム（３人～６人）

でお申し込みください。 

 

小鮎  
地区  

昨年 10月のペタンク大会の様子 

  

スカットボールを楽しみませんか？ 

スティックでボールを打って穴に入れて得点を 

競うゲームです。 

今回は体験教室ですが、入賞者へ賞品が出るほ 

か、参加者全員に参加賞もありますので、奮って 

ご参加ください。 

【日 時】 5 月 31 日（水）13：00～15：00 

【会 場】 小鮎公民館 集会室 

【対 象】 小鮎地区在住の 60 歳以上の方 20 人 

【持ち物】 動きやすい服装、タオル、飲み物など 

【申込み】 5 月 10 日までに小鮎公民館に直接または電話でお申

し込みください。 

小鮎公民館学級・講座 「生きがい教室」 

スカットボール体験教室  

玉川公民館で行った大会の様子。簡単に見えま

すが、マットの傾斜もあり、得点の穴に入れるの

はなかなか難しいです。 

申込み・問合せ 小鮎公民館 ☎２４１－１２６５ 
参加 

無料 

 ■ 住民票、印鑑証明などの発行事務 8：30～17：15 

各種証明発行のお休み 29 日（土・祝）  小鮎公民館☎２４１－１２６５ 

■ 図書室の開室時間 10：00～12：30・13：30～17：00 

休室日 17 日（月）、29 日（土・祝）  図書室☎２４２－１４０３ 

ハナモモ 

スカットボールは、 

スタートラインからス 

ティックでボールを打って、 

スカット台の穴に入れて得点を 

競い合うゲームです。 

椅子に座って打つこと 

もできます。 

 



市立小・中学校の適正規模・ 

適正配置の取組に関するアンケート

調査【小鮎地区】の結果について 

１月～２月に実施したアンケート調査の結果を市

ホームページ、市政情報コーナー（市役所本庁舎３

階）、小鮎公民館などでご覧になれます。 

今後、アンケート調査の結果などを踏まえ、取り組

みの方向性を検討した上で、10～11 月頃に対象地区

ごとに意見交換会を開催する予定です。 

区 分 対象者数 回答者数 回答割合 

児童等の保護者 440 人 151 人 34.3 % 

未就学児の保護者 251 人 69 人 27.5 % 

小鮎地区住民 1,104 人 342 人 31.0 % 

全体 1,795 人 562 人 31.3 % 

【問合せ】教育総務課 ☎２２５－２６６３ 

「さつきラン＆ウォーク」 

「スポーツ振興に関する包括連携協定」を締結している

(株)アールビーズが運営する「さつきラン&ウォーク」。 

このイベントは、無料のスマートフォンアプリを活用

して、5 月の 1 か月間でどれだけ歩き、走ったのかを簡

単に計測し、全国・企業内ランキングを見て、楽しみな

がら参加できるイベントです。 

【期 間】 5 月 1 日～31 日 

【参加費】 無料 

【申込期間】 企業エントリー ： 2 月 22 日～4 月 23 日 

（メンバーエントリー ： 4 月 1 日～5 月 31 日） 

個人戦エントリー ： 4 月 1 日～5 月 31 日 

【申込み】 右のＱＲコードを読み取り、 

参加手続きをしてください。 

【問合せ】スポーツ推進課 

☎２２５－２５３１ 
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自転車のヘルメット着用が努力義務に！  
 

４月から道路交通法の一部改正により、全ての

自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用

が努力義務となりました。自分の身の安全を守る

ためにも、ヘルメットを着用しましょう。 

 

★☆新・自転車安全利用五則☆★ 

 

④ 飲酒運転は禁止 

② 交差点では、信号と一時停止を

守って、安全確認 

① 車道が原則、左側を通行。歩道

は例外、歩行者を優先 

⑤ ヘルメットを着用 

③ 夜間はライトを点灯 

自転車ヘルメット購入費助成 

市では、市民の方を対象に、自転車乗用中の頭部

の保護と転倒時のけがの軽減を図るため、 

ヘルメット購入費の一部を助成しています。 

【対 象】 

市内に住所のある方 

【助成額】 

ヘルメット 1 個につき 1,000 円（消費税を含む

支払い額が 1,000 円未満の場合はその購入額） 

 新品の自転車用ヘルメットに限る 

 1人につき年 1 個まで 

 ほかの助成と併用不可 

【購入方法】 

協力店などにある助成券（兼申請書）に必要事

項を記入の上、協力店に持って行くことにより、

その場で 1,000円差し引いて購入できます。 

【必要なもの】（販売店に持参するもの） 

現住所を証明できるもの（運転免許証、マイナ

ンバーカード、健康保険証など）。購入時に申請書

記載内容と照合します。 

【問合せ】 

交通安全課 ☎２２５－２７６０ 

協力店など詳細は、市のホームページ 

（右のＱＲコード）をご覧ください。 

https://bit.ly/

3FVqcXr 

 

市ホームページ 

ＱＲコード 


